
 

 

 

 

 

 

 

マイロード清掃（７月１０日ご案内） 
 

今年も皆様の協力により、私たちの大切な

生活道・県道小田白市線歩道の瀬谷～小

田橋間歩道の除草作業を行います。  

興味のある方は、ご協力お願いします。  

草刈機等ご持参してください。 

とき：平成３０年７月１０日 （火） 

     ８時～ 

集合場所：パン＆マイム店  横駐車場  

 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・ボランティアグループたんぽぽ  

 

健康づくり教室（7 月 25 日ご案内）  

スムーズに動ける体をつくり、健や

かな毎日を送りましょう。  

効果的な運動を体の仕組みと関連し

て説明されてから、実技指導されます

ので、大変よく理解して運動できます。 

お気軽にご参加ください。  

とき：平成３０年７月２５日（水）    

13：30～ 15：00 

ところ：小田地域センター  

講  師：酒井紀子先生  

内  容：○「転倒を予防」体操  

○腰痛予防体操  

○足のマッサージの仕方  

（自）「共和の郷・おだ」白竜部・体育健康部、小田地域センター  
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小田川生きもの観察会（7 月２８日ご案内） 

 

 小田川にすむ生き物を観察し水質を

調べます。 

児童の皆さん夏休みの自由研究をし

ませんか・・・参加をお願いします。 

 

〇と  き ： 平成３０年７月２８日      
 

（土）9：００～12：００ 

 

（雨天の時は、小田地域センターで小田の自然環境について学習をします）  

〇ところ  ： 小田地域センター 

〇内  容  ：９：００～小田川の自然に親しむ内容の  お話  （小田地域センター） 

        １０：００～小田川の生き物の観察（現地学習）  （寄りん菜屋西側に移

動します） 

１２：００  現地解散  

〇講  師  ： 東広島の野鳥と自然に親しむ会  顧問  新名
し ん め い

俊夫
と し お

 先生ほか 

○持ってくるもの  : 浅い水に入ってもよい履物、帽子 ,学ぶちゃんノート  、汗拭きタ

オル 

○問合せ先  小田地域センター ℡ 438-0166 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・小田地区農地保全会・小田地域センター  

２ 

 

昨年の様子  

 

ありがとうございました。  

ご寄付は（自）「共和の郷・おだ」の活動のため、有効に活用させていただきます。  

香 典 返 し      真谷洋三様   
 

（自）「共和の郷・おだ」  会長  小早川正治    福祉ふれあい部  部長  西村智基  

 



小田地域センター 
指定管理者制度導入に対する 
ご意見をお願いします！ 

 

東広島市では「市民協働のまちづくり行動計画」に基づき平成 30 年度を目途に

指定管理者制度導入に取り組むこととされ、市内３５の地域センターのうち２１か所

がすでに指定管理者として運営がされています。  

本自治組織として、来年度から導入の検討を行うに当たり、市の説明を６月１６日

開催の役員会で受け、地域の皆様のご意見を伺いながら検討を行い、８月末まで

に指定管理を受けるかの意志決定をしたいと考えております。  

 ついては、指定管理制度に関する概要版を次のとおり作成しましたので常会等

で、ご一読いただきご意見をお願いします。  

ご意見は各代表委員で取りまとめ、役員会で発表していただきます。  

ご理解ご協力をよろしくお願いします。  

 

（自）「共和の郷・おだ」会長小早川正治  

小田地域センターに係る指定管理者制度（概要版） 

１  指定管理者制度とは  

 国、県や市などが指定する団体（民間事業者や地域団体）が指定管理

者となって、公共施設の管理を代行する制度です。  

（例）小田地域では、寄りん菜屋、河内パークゴルフ場、多目的集会施

設、小田老人集会所等を受けています。  

２  なぜ小田地域センターを指定管理者制度導入するのですか。  

 地域センターの主な利用者は地域の方なので、地域で構成する自治組

織が指定管理者になることで意向が反映しやすくなります。より利用し

やすい施設となり、生涯学習の場や地域づくりの推進の拠点となること

が期待されています。そして、地域センター長、事務職員は、自治組織

で決めていただき、地域センター業務と併せて自治組織活動の補助業務

をすることとなります。  

３  地域センターの管理運営費は、どうするのですか  

 地域センター利用者が支払う利用料と市から支払われる指定管理料

で管理運営を行います。  

 

３  



４  小田地域センターでは現在どんな仕事をしているのですか  

小田地域センターの主な利用者は小田地域の方なので、地域で構成する

自治組織が指定管理者になることで意向が反映しやすくなります。そし

て、自治組織と連携を図ることで、より利用しやすい施設になり、さら

なる地域づくりの拠点となることが期待されています。  

①小田地域センターの利用受付・許可  

②主催講座の開催など生涯学習推進  

③自治組織の活動の補助業務 

④施設・備品の日常点検  

５  指定管理者になるとどんなことをしなくてはいけないのですか。 

 ４に加えて①職員の雇用事務、②会計事務、③小修繕の実施や消耗品
の購入等を行います。※会計は、自治組織の会計とは、別に行います。 

６  指定管理者制度を受けたときのメリット・デメリット  

メリット  デメリット  

市が運営するよりも迅速に対

応できる 

事務が増える（会計、雇用事務、

書類の提出など）  

※増える事務分の人件費、社労士

を雇う費用は指定管理料に組み込

まれています。  

地域の意向を運営に反映しや

すい 

職員配置を指定管理者の裁量

で行える 

施設の管理責任が発生する  

※要保険加入（保険料は指定管理

料に組み込まれています）  

※地域センターが市の施設であることには変わりないので、包括的な責

任は市が負うこととなります。  

７  指定管理者制度導入までのスケジュール  

時期 
地域が行うこと／市が行うこと（市が行うことは◆

で表記）  

８月末まで 制度導入するかどうかの意思決定  

９月末まで 市へ申請書を提出（指定管理を受ける意思表明）  

１０月 
◆審査会（市が審査会に対して説明を行うため、地

域が説明する必要はありません。）  

１２月 ◆議会議決を受ける  

１月 
市と地域が基本協定を締結（様式等は市が作成しま

す。） 

２月 市へ次年度の事業計画・収支計画を提出  

３月 
市と地域が年度別協定を締結（様式等は市が作成し

ます。） 

４月 指定管理者制度導入  

４  



ホタル観察会（6 月１０日報告）  
 

今年もたくさんのホタルと出会う

ことができました。  

事前にホタルの発光のしくみを学

習し、科学的に複数の薬品を混ぜ合わ

せ発光する現象を体験しました。子ど

も達は、容器内で光る光景に歓声をあげていました。  

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・小田地域センター  

 

野菜づくり教室（６月１２日報告）  

東広島市園芸センターで行

った教室に２１名の参加を

いただきました。講師の今

中先生から、キュウリ、キ

ャベツなど栽培管理や連作

障害のポイントを学習し、

続いて園内での野菜栽培、

果樹栽培等見学しました。今年は、寒さにより生育が遅れていることもあり、

日頃の栽培管理を大切にとの指導を受けました。次回は、8 月を予定してい

ます。お気軽に参加してください。  

寄りん菜屋 /（自）「共和の郷・おだ」農村振興部 /小田地域センター  

５  



ふれあいいきいきサロン（６月１９日報告）  

社協田原さん、高齢者相談員倉田さ

んから、生活の中で、困っているこ

とや心配なことはありませんか？介

護に関する相談や悩み以外にも、健

康や福祉、医療や生活に関する相談

にも対応します。「どこに相談するのかわからない」といった悩みも、まずは

ご相談ください。と丁寧な説明を受けました。  

お昼は、たんぽぽさんの手作り弁当をみんなで楽しくおしゃべりをしながら

いただきました。  

（自）「共和の郷・おだ」福祉ふれあい部長西村智基  

 

骨密度測定会（６月１９日報告）  

今回は２０名の方が参加され

ました。  

測定判定は、５段階で行わ

れます。参加された方は、昨

年より１段階良くなったと喜

んでいる方や、あまり変わら

ないと嘆いている方もいらっ

しゃり、栄養士さんから強い

骨を作には、バランスの良い

食生活、適度な運動、食べたら日光浴、骨への刺激が大切と指導を受けまし

た。  

河内支所地域振興課  保健師・小田地域センター  

 

６  



 

小田地区対抗パークゴルフ大会（６月２４日報告） 

 

今回で１１回を迎え、１５チーム６０

名の参加をいただき盛大な大会とな

りました。団体の部では優勝２の組、

第 2 位９の組、第 3 位１２の組でした。

個人の部では、優勝  吉川昭満さん、

準優勝  谷澤一男さん、 3位  廣兼

親雄さんでした。おめでとうございま

す。参加された方は、グリーンの芝は

歩きやすく、フカフカのじゅうたんの上を歩いているようで、楽しかったですと言っていま

した。 

地域の皆様、大会役員の皆様には、お世話をいただきありがとうございました。  

 

（自）「共和の郷・おだ」体育健康部長  福元忠彦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

開会式  

プレーの様子  親子でプレー  



「山・海・島」体験活動  
河内小学校・河内西小学校  

（２６日～２９日報告） 
 

郊外での宿泊体験活動で豊かな自

然に触れることを通して、豊かな心を育

むことを目的に両校の児童５年生１６名

（女子 10 名・男子 6 名）が、交流を深め

協力することの大切さや連帯感、達成感、

成就感を味わい、今後の生活への発展、

深化、定着の一助とする体験活動を小

田地域センターで実施されました。児童

たちは、両校での交流や河内パークゴルフ、パン＆マイムで米粉パンづくり、宇山さ

わやか茶屋でのそば打ち体験など楽しい思い出ができたと思います。来年は、小学

校の統廃合により、一緒に学習します。食事等協力をいただいたボランティアグルー

プたんぽぽの皆さんに感謝申し上げます。  

小田地域センター長  国原昭典  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

ラジオ体操  

朝食作り  

朝の掃除  
民話紙芝居教室  



地域おこし協力隊員通信  藤岡亜弥  

 

田んぼを目の前に、降るように響くカエルの大合唱を全身に浴びて、この風景と音に  

癒されています。 

6月 23日「３の組の日」サロンに参加させても

らいました。石井さんは３の組の歴史を物語

る会計箱をたいせつに保管されており、昭和

の初めの古い集金手帖や郵便貯金通帳に

出てくるご先祖の名前に驚いたり懐かしんだ

りしつつ、いい時間をすごしました。  

写真もそのひとつですが、古いものが忘れて

いた記憶を呼び戻してくれるのは、すばらし

いとつくづく感じました。また是非参加させて

もらいたいです～ 

今、呉高専の授業の一環として、生徒

さんたちと寄りん菜屋で取り組んでいる

のは、7 月 28 日 29 日のリバーサイドフ

ェスティバルに出すあゆ飯のパッケージ

デザインです。 

先日は漁協組合や友愛さんこうちの方

たちや寄りん菜屋のメンバーも交え、あ

ゆ飯の試食会とパッケージデザインの

プレゼン、意見交換をしました。  

寄りん菜屋の商品をより手に取ってもら

いやすくなるよう、生徒さんたちと試行

錯誤しています。 

 

東広島市主催の DISCOVER ひがしひろ

しまツアーがあり留学生を含む、合計 10

名の大学生・大学院生の方が小田に来

てくれました。 

恒例のピザづくり体験。ミンミンゼミさんに

よる小田神社の民話。その後は写真を

撮りながら小田神社まで散策しました。

その後の「小田地区で何が出来るか、何

がしたいか」というテーマのワークショップ

では「今はもう使われていない温泉宿のリ

ノベーションや地域の食材を使った料理

大会ができるのではないか」「留学生に

分かるように、民話の英語版も作ってみてはどうか」「子育て教室や星空の下で映画

鑑賞やリアルプラネタリウムがしたい！」といったように、たくさんのアイデアが出ました。

また小田に来たいという参加者の声も上がりました。   

９ 



野良犬による迷惑を防ぐために 

～皆様へのお願い～ 
 

 野良犬が多い地域では，野良犬が集まりやすい環境がつくられていたり，飼

い犬が適正に飼育されていないことがあります。  

そこで野良犬による迷惑を防ぐために，地域の問題としてとらえ，地域全体

で，次の事項に取り組みましょう。  

 

 
 

 <野良犬が集まりやすい環境を変えましょう > 

○野良犬に無責任にエサを与えない！  

○生ゴミや飼い犬のエサなどを放置しない！  

○野良犬の住みかになる場所をつくらない！  

<飼い犬は適正に飼育しましょう > 

○飼い犬は絶対に放さない！  

（＊放すと➡その犬と「外飼いの犬や野良犬」との間に不幸な命を生み出します。）  

○外飼いの犬は必ず不妊去勢手術をする！  

 （＊手術しないと➡その犬と「放れた犬や野良犬」との間に不幸な命を生み出します。  

 

皆様のご理解ご協力をお願いします。  

 

 

（自）「共和の郷・おだ」環境保全部・市生活環境部環境対策課  

 

 
 

１０ 



 

みんなの掲示板  

小田盆踊りマイスターからのお知らせとお願い！ 

 

みんなで参加盆踊り練習  

 

 BON スターは、「小田の盆踊り」の

保存・継承活動を行っています。  

８月１５日の小田ふるさと夏祭に向け

「楽しく踊ろう、参加しよう！」  

を合言葉に、練習を始めます。  

今回は、２回の日程で行います。  

皆さまのご参加  お待ちしています！  

 

 

 

 

練習日程  

日時：1 回目：７月３０日（月）   

１９時３０分～２０時３０分頃  

２回目：８月  ６日（月）  

１９時３０分～２０時３０分頃  

 

場所：小田地域センター大ホール  

 

本番  おだ夏祭 平成３０年  ８  月１５日（水）  

 

盆踊りマイスターの会（BON スター）  代表末岡紀代美  

 

 

 

 

 

１１ 

 



 

 

 

 

 

 

こんにちは  パン＆マイムです。  

今月の新作パンは“黄金のメロンパン (￥160)”。  

もっちもちの米粉パンをザクザクのクッキー生地で  

包み焼き上げました。  

相性バツグンのパンです。  

 

 

 

 

そして、、、今年も出来ました！！！  

純米吟醸酒  日本が峰 (￥1,600) 

小田産のお米『ひのひかり」で作った  

口当たりまろやかな日本酒です。  

 

是非お越しください。  

             

 

 
 

１２ 

パン＆マイム店からのお知らせ  

新作紹介 

 



寄りん菜屋からのお知らせ！ 

○お中元の季節となりました。 

寄りん菜屋の「小田特産のそばセット」はいかが

ですか？ 

 遠方への発送も行います。お気軽にお申しつけ

ください!! 

 値段に応じてセットを作ります。  

     写真は小田の韃靼そば（袋）とそばつゆ 

<小田産品セット定価２９００円＞  

 

○柏餅のおいしい季節となりました。 

寄りん菜屋の手づくりの柏餅は地元のもち米１００％を使用し、翌日も硬くならない

よう工夫しております。  

小田地区内配達のご要望がございましたら、土･日の午後配達します。  

お早めに申し込みください。 

      

１パック（５個入り）定価  ５００円   

ご希望の方は寄りん菜屋へお申し込みく

ださい。 

℡０８２－４３８－１０２０ 

 

 

１３ 


